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議案第 42 号 

令和４年度津和野町下水道事業特別会計予算 

 令和４年度津和野町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 365,217 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳

出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」

による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、200,000 千円と定める。 

  令和４年３月４日提出 

津和野町長 下 森 博 之 
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第２表 地方債 

（単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

下水道事業 113,000 証書借入 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借入し、利

率の見直しを行っ

た後においては当

該見直し後の利率）

借入先の定めると

ころによる。ただ

し、据置期間及び償

還期間を短縮し、若

しくは延長し、繰上

償還又は低利に借

換えすることがで

きる。 



令 和 ４ 年 度  津 和 野 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計 

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 
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1.特別職

2.一般職
(1)総括

ア　会計年度任用職員以外の職員

比　較 60 △ 43 3

職員手当
の

内　　訳

区　分
管理職
手　当

管理職員
特別勤務
手　当

扶　養
手　当

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

時間外
勤　務
手　当

前年度 420 206 10 2,328 321

本年度 480 206 10 2,285

比　較 67 20 87 38 125

前年度 2 6,413 3,285 9,698 3,138 12,836

本年度 2 6,480 3,305 9,785 3,176 12,961

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 職員手当 計

前年度 3,285

職員手当
の

内　　訳

区　分 合　計

本年度 3,305

比　較 20

単身赴
任手当

赴任
手当

324

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

住居
手当

321

3

特別住
居手当

給　　与　　費　　明　　細　　書

（単位：千円）

区　　分 職員数
給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　計
報　酬 給　料 期末手当地域手当

寒冷地
手　当

その他
の

計
備考

本年度

長　等

その他
特別職

計

議　員

議　員

長　等

前年度

計

議　員

その他
特別職

比　較

長　等

その他
特別職

計

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計
報　酬 給　料 職員手当 計

比　較 0 67 20 87 38 125

3,176 12,961

前年度 2 6,413 3,285 9,698 3,138

本年度 2 6,480 3,305 9,785

12,836

職員手当
の

内　　訳

区　分
管理職
手　当

管理職員
特別勤務
手　当

扶　養
手　当

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

2,285

2,328

△ 43

本年度 480 206 10

前年度 420 206 10

比　較 60

宿日直
手　当

住居
手当

特別住
居手当

赴任
手当

単身赴
任手当

324

備考

－22 －



イ　会計年度任用職員

(2)給料及び手当の増減額の明細

職員手当
の

内　　訳

区　分 合　計

本年度

前年度

比　較

比　較

宿日直
手　当

住居
手当

特別住
居手当

赴任
手当

単身赴
任手当

本年度
職員手当

の
内　　訳

区　分
管理職
手　当

管理職員
特別勤務
手　当

扶　養
手　当

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

期　末
勤　勉
手　当

時間外
勤　務
手　当

前年度

比　較

前年度

本年度

区　　分 職員数
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計 備考
報　酬 給　料 職員手当 計

職員手当
の

内　　訳

区　分 合　計

本年度 3,305

前年度 3,285

比　較 20

その他の増減分 102
給料昇給に伴う増減
条件変更に伴う増減

42
60

給与改定に伴う増減 △ 82

備　考区　分 増減額 増減事由別内訳 説　　　　　明

給

料

67

その他の増減分 会計間異動に伴う増減

給与改定に伴う増減分 給与改定に伴う増減

昇給に伴う増加分 67 昇給に伴う増減 67

職
員
手
当

20

制度改正に伴う増減分 △ 82

－23 －



(3)給料及び職員手当の状況
①職員1人当たりの給与

②初任給

③級別職員数

※構成割合については、表示単位未満四捨五入のため合計が100.0%にならない場合があります。
(級別の標準的な職務内容)

計

行政職（二）

4級

5級

6級

6級

7級

計

級

行政職（一）

職員数 構成比(%)

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

計

1

1

6級 7級

会計管理
者、課長
又は園長
の職務

参事の職務

行政職（一）
（円）

行政職（二）
（円）

－

－

150,600

182,200

行政職（一）
（円）

行政職（二）
（円）

国　の　制　度

150,600

182,200

147,900

－

行政職（一）

265,900

291,950

31.5

行政職（二）

－

－

－

－

－

－

区　　　分

本年度

平均給料月額 （円）

平均給与月額 （円）

268,600

310,650

32

（円）

平 均 年 齢

平 均 年 齢 （歳）

高校卒

（歳）

区　　分

前年度

平均給料月額 （円）

平均給与月額

区　　　　分

大学卒

級 職員数 構成比(%)

本年度

50.0 1級

2級

50.0

3級

4級

5級

2 100.0

前年度

1級

2級

1 50.0 1級

2級

3級

4級 1 50.0

3級

5級

6級

7級

計 2 100.0

7級

区　　　　分 1級 2級 3級 4級 5級

課長補佐、
副園長又は
企画員の職
務

行政職（一）

主事、技師、
保健師、保育
士又は社会福
祉士の職務

副主任主
事、副主任
技師、副主
任保健師、
副主任保育
士又は副主
任社会福祉
士の職務

主任主事、
主任技師、
主任保健
師、主任保
育士又は主
任社会福祉
士の職務

係長又は主幹
の職務
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④昇給

⑤期末手当、勤勉手当

⑥定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

1

100

2

行政職（二）行政職（一）

代表的な職種
合　　計

2

2

2

2

4号級（人）

　昇給に係る職員数　 (B)人

　職　員　数　 (A)人

号級数別内訳

2号級（人）

6号級（人）

8号級（人）

1

1

1本
年
度

号級数別内訳

2号級（人）

4号級（人）

6号級（人）

8号級（人）

区　　　　　分

100

2

2

1

1

前
年
度

1

1

100

3号級（人）

　比率（B）/（A） （%）

100　比率（B）/（A） （%）

　職　員　数　 (A)人

　昇給に係る職員数　 (B)人

3号級（人）

2

本年度 2.15 2.15 4.30 有

区　　　分
支給期別支給率

支給率計
（月分）

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　　　考
6月（月分） 12月（月分）

国の制度 2.225 2.225 4.45 有

前年度 2.225 2.225 4.45 有

支給率等 24.586875 33.27075 40.80375 47.709
定年前早期退職特例措置

1～21%加算

区　　　分
20年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
30年勤続の者

（月分）
最高限度
（月分）

その他の加算措置等

国の制度
（支給率等）

同上 同上 同上 同上 同上
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⑦特殊勤務手当

⑧その他の手当

区　　　　　　分 全職種
代表的な職種

行政職（一） 行政職（二）

　代表的な特殊勤務手当の名称 各種徴収外勤従事手当 各種徴収外勤従事手当 －

区　　　　　　分 国の制度との差異 差　　異　　の　　内　　容

　給料総額に対する比率 （％） 0.15 0.15 －

　支給対象職員の比率
　　(令和4年4月1日現在)

(％) 100 100 －

住居手当 異なる
支給対象となる家賃額の下限：国16,000円、町12,000円
手当の上限額：国28,000円、町27,000円

通勤手当 同じ

扶養手当 同じ
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